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Ｄ Ｖ （ドメスティック・バイオレンス）とは

夫婦や交際相手など、親密な関係でおこる暴力によるコントロール
※子どもの面前でのＤＶは児童虐待になります

DVのサイクル

身体的暴力 精神的暴力 経済的暴力

●生活費を渡さない
●無理やり働かせる
・働かせない

●お金の使い道を
細かくチェック
する

●借金させる

社会的暴力

●行動を監視する
●外出・電話・
メールを制限する

●他者と接触させな
い

性的暴力

●性行為を無理強い
する

●避妊に協力しない
●中絶を強要する
●性的動画などを
無理やり見せる

●性的な写真を撮る
など

●殴る ●蹴る
●首を絞める
●物を投げつける
●監禁する
●家に入れない
●食事や睡眠を
制限する

●どなる ●脅す
●人前や子どもの
前で侮辱する

●無視する
●大切なものを
壊す・捨てる

●自殺すると脅す

暴力の種類

暴力は繰り返され、次
第にエスカレートして
いく傾向があります。

爆発期

緊張期 解放期

暴力を
ふるう

イライラし、
二人の緊張が
高まる

謝り、大事に
する
優しくなる

被害者はなぜ逃げることができないのか

「逃げない」「逃げられない」の背景に
は、たくさんの理由があります。

失うもの

子どもの問題

経済的問題

無力感

恐怖感

暴力を受け続けることで逃げる気力も体力
もなくなってしまいます。



【市民アンケートから】

配偶者や恋人、パートナーなど親密な関係にある人からの暴力、いわゆるドメスティック
・バイオレンス（ＤＶ）の経験についてお聞きします（複数回答可）。

約40％が何等かの形
でDV被害者に関係し
た経験ありと回答

DVの経験について

女性の約3人に1人

男性の約5人に1人

女性の約7人に1人は何度も受けている

（内閣府Ｈ29調査）

ＤＶの発生状況



岩見沢市のDV相談の状況

全国と北海道内の相談件数（配偶者暴力相談支援センター）

【参考】人口
岩見沢市 約53８万人
北海道 約53４万人

DVの相談の状況

年度
区分

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1.10

相談人数 19人 21人 16人 20人 14人 16人

相談回数 53回 67回 91回 107回 88回 84回

【単位：件】

年度
区分

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

全国 102,963 111,172 106,367 106,110 114,441

北海道内 2,520 2,445 2,626 2,880 2,783

（内閣府男女共同参画局公表資料より作成）



相談・支援の仕組み（岩見沢市）

被害者
医療機関

岩見沢市

警 察 他の相談機関

発見・情報提供

相談

相
談

通報

関係課・関係機関

と連携・協力

市民

支
援

DV被害への支援体制①

岩見沢市役所市民連携室男女共同参画担当

空知総合振興局保健環境部環境生活課

北海道立女性相談援助センター

緊急時は１１０番通報
または最寄りの警察署・交番・駐在所へ

相談窓口

※一時保護 道内の民間シェルターのなどの
安全な場所に２週間程 避難

※保護命令 接近禁止命令、退去命令、
電話等禁止命令（地方裁判所に申立て）

配偶者・パートナーから暴力を受けている

どうすればいい

のかわからない
別れたい

別れた後の

生活が不安
逃げたい

近寄ってこない

ようにしたい

相手を

罰したい

保護命令一時保護
警察署

（暴力事案）
相談・支援



DV被害への支援体制②

DV被害者への支援は、通常、ステージごとに居所が変わるため、支援のつなぎが必要になります。
また、ステージに応じて優先度や支援内容が異なります。

・身近な相談窓口
・自立に向けた継続的支援
・生活保護 ・国民健康保険
・住民基本台帳の閲覧制限
支援措置

・保育所への入所
・児童手当、児童扶養手当
・子育て支援
・予防接種、検診
・ひとり親家庭への支援
・母子生活支援施設利用
・その他施設（障がい者・
高齢者施設等）
利用

・小中学校の修学手続き
・就労支援
・カウンセリング

など

・身近な相談窓口
・DV の発見
・継続的支援
・カウンセリング
・子育て支援
・情報提供
・見守り
・一時保護の相談
・緊急時における安全
の確保

など

・身近な相談窓口
・緊急時における安全の確
保

・一時保護中の支援
・今後の生活の場の確保
・母子生活支援施設利用手
続き

・その他施設（障がい者・
高齢者施設等）
利用手続き

・住宅扶助(生活保護）
・医療（生活保護・国保 証
の取り扱いなど）

など

ステージA

加害者と同居

加害者とともに暮らして
いる

一時避難

まさに家を出て役所に相談
に来た、身内・知人宅に避
難中、一時保護中など

加害者と別居

加害者と別居し、新しい生
活を始めている（賃貸住
宅、身内宅で生活など）

ステージCステージB

※シェルターを使った一時
避難は道立女性援助セン
ターを介して行う。



市民アンケートから①

現在
○街頭
○ＨＰ
○中学生、高校生へのデート

18件, 47.4%

13件, 34.2%

4件, 10.5%

1件, 2.6%

1件, 2.6%
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1件, 2.6%
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0件, 0.0%

11件, 28.9%

1件, 2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

家族、親族

友人、知人

警察

弁護士

医師

カウンセラー

同じ経験をした人

行政の相談機関（市役所、北海道立女性相談援助センター、…

民間の相談機関（民間シェルター等）

相談しなかった

その他

72.7%

52.4%

21.5%

31.0%

2.1%

12.6%

3.7%

4.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ドメスティック・バイ

オレンス

デートＤＶ

内容まで知っている 見聞きしたことがある 知らない 未回答

問 ＤＶの言葉の認知度

問 「自分が直接被害を受けたことがある」と答えた方にお聞きします。
被害を受けたときにどこに相談しましたか。（○はいくつでも）

約30％がど
こにも相談
しなかった
と回答

被害者にも加害者にもならないための意識啓発とは？

市広報への掲載、街頭啓発等



市民アンケートから②

現在
○街頭
○ＨＰ
○中学生、高校生へのデート

問 「相談しなかった」と答えた方にお聞きします。
相談しなかった理由はどのようなことですか。（○はいくつでも）

3件, 27.3%

3件, 27.3%

6件, 54.5%

3件, 27.3%

4件, 36.4%

2件, 18.2%

1件, 9.1%

1件, 9.1%

2件, 18.2%

2件, 18.2%

0件, 0.0%

2件, 18.2%

1件, 9.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

相談するほどのことでもないと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば何とかやっていけると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

被害を知られるのが恥ずかしかったから

相談すると被害について繰り返し話すことになるのが嫌だった…

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談したことを知られると仕返しをされると思ったから

相手と別れたら経済的に自立するのが難しいから

相手と別れたら居場所がなくなるから

誰に相談したら良いかわからなかったから

その他



岩見沢市の取組

広報いわみざわへの記事掲載



岩見沢市の取組

街頭啓発

女性に対する暴力をなくす運動（毎年11月12日から25日）

啓発リーフレット・カードの配布



岩見沢市内での取組

人権擁護委員によるデートＤＶ出前授業


